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○ 「障害」と「障がい」の表記について 

 法令等に基づくもの、名詞や一般的に漢字で表記した方がわかりやすいものは、

「障害」を使用し、それ以外は、「障がい」と表記しています。 

 

○ 「障がい者」の定義について 

本計画における「障がい者」とは、障害者基本法第２条の規定に基づく「身体

障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以

下「障害」と総称する。）があるものであって、障害及び社会的障壁により継続

的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」であり、障が

い者手帳の所持者に限られず、高次脳機能障がい者や難病患者も含みます。 
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第１章 計画の策定にあたって 
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１ 計画策定の趣旨と背景 

 

我が国は、障がい者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的かつ総合的

な国際条約である、「障害者の権利に関する条約（以下「障害者権利条約」という。）」

の締結に向けて、国内法の整備をはじめとした障がい者制度の集中的な改革を進め

てきました。 

平成 23 年８月の「障害者基本法」の改正、平成 24 年６月の「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）」

の成立、平成 25 年６月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以

下「障害者差別解消法」という。）」の成立等、一連の制度改正を経て、平成 26

年１月に障害者権利条約を締結しています。 

その後、障害者総合支援法施行３年後の見直しが行われ、平成 28 年６月には、

障害者総合支援法と児童福祉法が改正されています。 

この改正により、地域での生活を支える「自立生活援助」や「就労定着支援」等

のサービス、高齢障がい者が介護保険サービスを利用する場合の利用者負担の軽減

の仕組みなどが新たに設けられるとともに、障がい児の多様化するニーズに対応し

ていくため、自治体において「障害児福祉計画」の策定が義務付けられることにな

りました。 

加えて、近年では、個人や世帯の抱える複合的な課題や人口減少などの課題に対

応していくために、包括的な支援や分野をまたがる総合的なサービス提供、地域を

基盤として人と人とのつながりを育むことで、誰もが尊重され包摂を受けながら、

その人らしい生活を実現できる社会を構築していくことが求められています。 

平成28年７月には、厚生労働省が「「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部」

を設置し、介護保険制度の見直しによる「共生型サービス」の創設や介護・障がいの

報酬改定など、「地域共生社会」の実現に向けた取組を進めています。 

こうした中、区においては、地域の関係機関や団体等との連携・協働をこれまで

以上に図っていきながら、様々な福祉課題に対応していくため、ライフステージご

との切れ目のない包括的な支援体制を構築していく必要があります。 

そこで、本計画においては、「大田区障害者計画」、「第５期大田区障害福祉計

画」、「第１期大田区障害児福祉計画」、「大田区発達障がい児・者支援計画」を

「おおた障がい施策推進プラン」として一体的に策定し、施策の総合的かつ計画的

な展開に取り組んでいきます。 
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２ 計画の位置付け 

  

本計画は、「大田区障害者計画」、「第５期大田区障害福祉計画」、「第１期大

田区障害児福祉計画」、「大田区発達障がい児・者支援計画」を一体的に策定する

ものであり、区の障がい分野における施策の具体的な方向性等を示しています。 

また、「大田区基本構想」の実現に向けた基本計画である「おおた未来プラン 10

年（後期）」の個別計画としての位置付けであり、「大田区地域福祉計画」や「お

おた高齢者施策推進プラン」など、関連する各分野の計画等と整合を図っています。 

 

（１）大田区障害者計画 

「大田区障害者計画」は、障害者基本法第 11 条第３項に基づく「市町村障害者

計画」であり、障がい者のための施策に関する基本的な事項を定めています。 

 

（２）第５期大田区障害福祉計画 

「第５期大田区障害福祉計画」は、障害者総合支援法第 88 条第１項に基づく「市

町村障害福祉計画」であり、障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標、サ

ービスの種類ごとの必要な見込量等を定めています。 

 

（３）第１期大田区障害児福祉計画 

 「第１期大田区障害児福祉計画」は、児童福祉法第 33 条の 20 第１項に基づく「市

町村障害児福祉計画」であり、障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標、サ

ービスの種類ごとの必要な見込量等を定めています。 

 

（４）大田区発達障がい児・者支援計画 

「大田区発達障がい児・者支援計画」は、「おおた未来プラン 10 年（後期）」

の発達支援に関する施策の推進と関連部署の施策との整合性を保ちながら、区独自

で策定している計画です。 

「早期発見・早期支援の推進」、「ライフステージに応じた切れ目のない支援」、

「地域支援力の向上と人材育成・啓発の促進」、「施策を推進する基盤整備」の 4

つを目標に、保健・医療・福祉・教育・就労などの枠組みを超えた計画的な施策を

展開しましたが、既存の障がい児・者施策と重複するものもありました。 

新たな計画は、上記 3 つの法定計画と統合し、障がい分野の総合計画として一体

的に策定することにより、施策の推進・充実を図っていきます。 
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◆他の計画等との関係 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田区地域防災計画 

おおた教育振興プラン 2014 

その他関連する主な計画等 

≪ 個 別 計 画 ≫ 

国 
大田区基本構想 

大田区 10か年基本計画 

おおた未来プラン 10 年（後期） 

大 田 区 地 域 福 祉 計 画 

障害者基本法 

 
障害者総合支援法 

児童福祉法 

おおた子どもの生活応援プラン 

障害者基本計画（第４次） 

 

 

おおた障がい施策推進プラン 

大田区障害者計画 

第５期大田区障害福祉計画 

第１期大田区障害児福祉計画 

大田区発達障がい児・者支援計画 

 

東京都 

 

第５期東京都障害福祉計画 

第１期東京都障害児福祉計画 

東京都障害者計画 

大田区実施計画 

 

おおた高齢者施策推進プラン 

おおた子ども・子育て 

かがやきプラン 

おおた健康プラン（第二次） 

大田区ユニバーサルデザインの 
まちづくり基本方針 

 整
合 

 整合 

大田区地域防災計画 

おおた教育振興プラン 2014 

その他関連する主な計画等 
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３ 計画のめざす姿 

 

（１）基本理念 
 

 

 

 

本計画では、「障がい者が地域で自分らしく安心して暮らせるまちをつくります」

を基本理念とし、障がい者が、住み慣れた地域で、選択可能な量と質が確保された

様々なサービスを自らの希望により活用し、社会参加、就労しながら、安心して暮

らせる社会の実現をめざしていきます。 

また、基本理念を実現するための計画の推進にあたっては、次の３つの視点に基

づき取組を進めていきます。 

 

 

 

 
 

 

（２）基本目標 
 

 

 

 障がい者が、必要な支援を受けながら、自らの意思で選択・決定をし、自分らし

く暮らせることを目標とします。 

 

 

 誰もが、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、それぞれが役割をもち、支え

合って暮らせることを目標とします。 

 

 

障がい者が、地域生活において、安全・安心に暮らせることを目標とします。 

 

 

 

障がい者が地域で自分らしく安心して 

暮らせるまちをつくります 

自分らしく暮らせるまち 基本目標１ 

ともに支え合い暮らせるまち 基本目標２ 

安全・安心に暮らせるまち 基本目標３ 

本人の「自己決定の尊重」 視点１ 

「地域力」による連携・協働 視点２ 

生涯を通じた「切れ目のない支援」 視点３ 
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４ 計画の期間 

 

本計画の期間は、平成30年度（2018年度）から平成32年度（2020年度）まで

の３年間とします。 

 

平成 24 年度 

（2012 年度） 

平成 25 年度 

（2013 年度） 

平成 26 年度 

（2014 年度） 

平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

         

 

 

５ 計画策定の体制 

 

本計画の策定にあたっては、大学教授、弁護士等の学識経験者、福祉、保健医療、

教育、地域、雇用の各分野の関係団体等の代表者、公募区民で構成される「大田区

障がい者施策推進会議」において検討を行いました。 

庁内においては、関係部局の管理職により構成される「庁内検討委員会」を開催

し、検討・調整を行いました。 

また、障がい者や事業者に対し実態調査を行なったほか、広く区民の意見を反映

させるため、パブリックコメントと区民説明会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

大田区 

地域保健福祉計画 

 
※平成 21年度から 

第３期大田区障害福祉計画 

大田区発達障がい児・者支援計画 

大田区 

障害者 

計画 
 

おおた障がい施策 

推進プラン

大田区障害者計画 

 
大田区障害者計画 

 

 

 

おおた障がい施策 

推進プラン 
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第２章 大田区の障がい者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

11 

6,825 7,028 7,126 7,153 7,214

１級

3,116 3,125 3,118 3,050 3,041

２級

3,320 3,428 3,391 3,287 3,276

３級

4,885
5,049 5,080 4,991 4,980

４級

967
975 993 998 1,004

５級

1,012
1,038 1,059 1,066 1,059

６級

20,125
20,643 20,767 20,545 20,574

総数

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 凡例

（人）

１ 障がい者手帳所持者等の状況 

 

（１）身体障害者手帳所持者の状況 

身体障害者手帳所持者数は、平成 24 年度以降 20,000 人台で推移しており、平

成 28年度で 20,574 人となっています。 

程度別では、「１級」が最も多く、平成 24 年度と比べて約 400 人増加していま

す。 

部位別では、「肢体不自由」が最も多く、次いで「内部障がい」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度３月 31日現在 
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1,322 1,315 1,317 1,301 1,293

視覚障がい1,759 1,821 1,837 1,847 1,857

聴覚・平衡

機能障がい

233 245 255 247 245

音声・言語

障がい

10,717 10,936 10,820 10,564 10,413

肢体

不自由

6,094
6,326 6,538 6,586 6,766

内部

障がい

20,125
20,643 20,767 20,545 20,574

総数

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 凡例

（人）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度 総数 18歳未満 18歳以上 

身体障害者手帳所持者数（人） 20,574 364 20,210 

 総数に占める割合（％） 100.0 1.8 98.2 

各年度３月 31日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇身体障害者手帳 

身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認めら

れた場合に、本人（15 歳未満の場合は保護者）の申請に基づいて交付されます。 

各種の障害福祉サービスを受けるための前提となり、障がいの程度により 1 級

～７級（１級が最重度）にわかれています。 

ただし、肢体不自由の７級だけでは手帳の交付はされません。 
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146 145 148 153 156

１度
996 1,005 1,034 1,052 1,115

２度1,041 1,051 1,055 1,080
1,155

３度

1,641
1,750

1,864
1,967

2,172

４度
3,824

3,951
4,101

4,252

4,598

総数

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 凡例

（人）

（2）愛の手帳所持者の状況 

愛の手帳所持者数は、年々増加していく傾向が見られ、平成 28 年度で 4,598 人

となっています。 

程度別では、「４度」が最も多く、毎年 100 人以上増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度 総数 18歳未満 18歳以上 

愛の手帳所持者数（人） 4,598 1,036 3,562 

 総数に占める割合（％） 100.0 22.5 77.5 

各年度３月 31日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇愛の手帳 

知的障がいのある方が、色々なサービスを受けるために必要な手帳として、東京

都が独自に設けています。国の制度として「療育手帳」があり、愛の手帳はこの制

度の適用を受けています。 

障がいの程度を総合的に判定し、１度～４度（１度が最重度）に該当すると認め

られた場合に交付されます。 
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227 232 206 195 218

１級

1,601 1,704 1,741
1,916

2,002

２級

1,254

1,468
1,661

1,862

1,971 ３級3,082

3,404

3,608

3,973

4,191

総数

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 凡例

（人）

（3）精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

 精神障害者保健福祉手帳所持者数は、年々増加していく傾向が見られ、平成 28

年度で 4,191 人となっています。 

 程度別では、「２級」が最も多く、次いで「３級」となっています。特に「３級」

の伸びが大きく、平成 24年度に比べ、700 人以上増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度３月 31日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇精神障害者保健福祉手帳 

精神障がいのため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象

です。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。 

障がいの程度により１級～３級（１級が最重度）にわかれています。 

また、身体障害者手帳や愛の手帳と異なり、有効期間（２年間）があるため、継

続するためには、２年ごとに更新の手続が必要になります。 
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11,018
11,959 12,183

13,211 13,522

0

5,000

10,000

15,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（人）

（４）自立支援医療（精神通院医療）申請者の状況 

自立支援医療（精神通院医療）申請者数は、年々増加していく傾向が見られ、平

成 28年度で 13,522 人と、平成 24 年度に比べ、2,000 人以上増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度３月 31日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇自立支援医療費制度（精神通院医療） 

精神障がいにより精神科病院等に通院している場合に、医療費の自己負担額を

軽減する公費負担医療制度です。 

原則として医療費の１割が自己負担となりますが、所得に応じて負担上限額が

設定されています。 

ただし、所得によって対象とならない場合や、一定の要件を満たす方に全額が

助成される場合もあります。 

有効期間が１年間となっているため、継続するためには手続が必要になります。 
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（５）難病医療費等助成申請者の状況 

難病医療費等助成申請者数は、平成 28 年度で 6,468 人となっています。 

（人） 

区分 平成 27年度 平成 28年度 

指定難病（国疾病） 5,988 6,419 

都疾病（経過措置の疾病を含む） 252 49 

総数 6,240 6,468 

各年度３月 31日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇難病医療費等助成制度 

 国又は都の指定する疾病にり患している方で、一定の要件を満たす場合に、そ

の治療にかかる医療費等の一部を公費で負担する制度です。 

平成 26 年 5 月に「難病の患者に対する医療等に関する法律（以下「難病法」

という。）」が公布され、平成 27 年 1 月 1 日から、110 疾病を指定難病とし

て、新たな難病医療費助成制度が始まりました。 

その後、平成 27 年 7 月 1 日に 196 疾病が追加、平成 29 年４月１日に 24

疾病が追加され、現在 330 疾病が医療費助成の対象となっています。 

東京都においては、現在、難病法に基づく指定難病に加え、８疾病が医療費助

成の対象となっています。 

また、障害者総合支援法の対象疾病にり患している方で、必要と認められた場

合には、障がい者手帳の有無にかかわらず、障害福祉サービス等を利用すること

ができます。 

障害者総合支援法の対象疾病は、平成 29 年４月１日から、358 疾病に拡大さ

れています（難病法に基づく指定難病は全て対象疾病に含まれています。）。 
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241
302

403
490

手帳有

178

264

362

434
手帳無

419

566

765

924
総数

0

200

400

600

800

1,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 凡例

（人）

２ 発達障がい児・者の状況 

  

発達障がいは、知的な遅れを伴う場合と伴わない場合があることや、障がい特性

の表出時期が異なることから、障がい者手帳の有無によってのみでは判断できない

ため、対象となる方の人数を正確に把握することは困難です。 

そのため、以下の数値等は、発達障がい児・者の状況を捉えるための参考値であ

り、発達障がい児・者の正確な人数を示すものではありません。 

 

（１）通所受給者証所持者の状況 

障害児通所支援サービス（児童発達支援、放課後等デイサービスなど）の利用に

際し交付される通所受給者証所持者数は、年々増加していく傾向が見られ、平成 28

年度で 924 人と、平成 25年度の約２倍になっています。 

また、障がい者手帳がなく、障害児通所支援サービスを利用している方の多くは、

発達障がい等により支援が必要な方であると考えられ、その人数は、平成 28 年度

で 434 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度３月 31日現在 
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543
575

628

804
747

491
524
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755

823

0

200

400

600

800

1,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

相談件数（件）

外来訓練利用者数（人）

（2）こども発達センターわかばの家の状況 

こども発達センターわかばの家においては、心身に発達の遅れや偏り、またその

疑いがある就学前の乳幼児と保護者の方に対して相談支援等の事業を行っています。 

相談件数については、発達障がいに関する相談も含めて増加傾向にあり、平成 28

年度で 747 件となっています。 

また、幼稚園や保育園に通いながら、月に１回の療育訓練を受ける外来訓練の利

用者数も増加傾向にあり、平成 28 年度で 823 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度３月 31日現在 
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（３）特別支援学級・特別支援教室の状況 

区立の小中学校では、障がいのある児童・生徒一人ひとりのニーズに対応した適

切な指導や支援を行うために、特別支援学級を設置しています。 

特別支援学級には、固定学級と通級指導学級があり、固定学級は知的障がい、通

級指導学級は、発達障がいも含めた情緒障害等、弱視、難聴、言語障がいが対象と

なっています。 

小学校では、平成 28 年度から、情緒障害等通級指導学級に変わり、特別支援教

室（サポートルーム）が全校に設置されており、平成 29 年度は、715 人が利用し

ています。 

また、情緒障害等通級指導学級が設置されている中学校は 4 校あり、平成 29 年

度には 91 人が利用しています。 

（人） 

各年度５月１日現在 

 
（４）障がい者総合サポートセンターの状況 

 障がい者総合サポートセンターでは、発達障がいも含め、様々な障がいに応じた

相談支援を行っています。 

 相談支援部門と就労支援部門（障がい者就労支援センター）における発達障がい

の方の相談件数は、平成 28 年度でそれぞれ 922 件、367 件となっており、増加

傾向にあります。 

（件） 

区分 平成 27年度 平成 28年度 

相談支援部門 625（9,951） 922（11,411） 

就労支援部門（障がい者就労支援センター） 287（2,010） 367（1,917） 

総数 912（11,961） 1,289（13,328） 

※ 括弧内は発達障がいの方も含めた全体の相談件数         各年度 3 月 31 日現在 

 

 

区分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度 

小
学
校 

特別支援教室 

※平成 27 年度まで情緒障

害等通級指導学級 

189 233 551 715 

中
学
校 

情緒障害等通級指導学級 66 74 86 91 

総数 255 307 637 806 
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３ 実態調査結果の概要 

 

本計画の策定にあたり、障がい者の生活状況やサービスの利用状況等を把握する

ための調査を実施しました。 

 

（１）調査の概要 

①調査対象 

区内在住の障がい者、区内でサービスを提供している事業者を対象として、無作

為抽出により調査を実施しました。 

調査種別 調査対象 

18歳以上調査 身体障害者手帳所持者、愛の手帳所持者、精神障害者保健福

祉手帳所持者、自立支援医療受給者証（精神通院）所持者、

難病医療費等助成制度対象者、通所受給者証所持者（18歳

未満のみ） 18歳未満調査 

サービス事業者調査 

指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一

般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相

談支援事業者、指定障害児通所支援事業者 

 

②調査期間 

平成 28 年 11 月 29 日～12 月 22 日 

 

③調査方法 

郵送発送・郵送回収 

 

④回収結果 

調査種別 発送数（A） 有効回収数（Ｂ） 回収率（Ｂ÷Ａ×100） 

18 歳以上調査 4,500 2,308 51.3％ 

18 歳未満調査 1,500 665 44.3％ 

サービス事業者調査 200 123 61.5％ 

合計 6,200 3,096 49.9％ 

※ 百分率（％）の計算は、小数第２位を四捨五入し、小数第１位までを表示しています。 
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（２）主な調査結果 

①生活に対する不安・困っていること 

● 18 歳未満では、全体で「進路や就職のこと」が最も高く、次いで、「学校のこ

と（保育園や幼稚園も含む）」「親が亡くなった後の過ごし方」となっています。 

● 18 歳以上では、全体で「健康や医療のこと」が最も高く、次いで「経済的なこ

と」、「特にない」となっています。 

（複数回答、単位：％） 

 学
校
の
こ
と
（
保
育
園
や
幼
稚
園
も
含
む
） 

経
済
的
な
こ
と 

仕
事
の
こ
と 

家
族
の
こ
と 

健
康
や
医
療
の
こ
と 

近
所
付
き
合
い
の
こ
と 

困
っ
た
と
き
の
相
談
先
が
な
い
こ
と 

進
路
や
就
職
の
こ
と 

施
設
や
サ
ー
ビ
ス
の
こ
と 

親
が
亡
く
な
っ
た
後
の
過
ご
し
方 

余
暇
の
過
ご
し
方 

い
や
が
ら
せ
や
暴
力
な
ど
を
受
け
る
こ
と 

思
う
よ
う
に
意
思
疎
通
が
で
き
な
い
こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

18 歳未満 
全体 
(n=665) 44.1 20.9 - 8.6 20.5 3.6 8.7 44.2 17.1 43.2 17.6 8.4 35.0 13.5 3.6 0.8 

０～２歳 
(n=31) 77.4 32.3 - 9.7 32.3 9.7 16.1 29.0 48.4 32.3 12.9 19.4 22.6 6.5 0.0 0.0 

３～５歳 
(n=141) 73.0 19.9 - 8.5 14.9 3.5 10.6 36.2 19.1 35.5 3.5 9.2 39.7 9.9 4.3 0.0 

６～11歳 
(n=225) 43.6 17.3 - 6.7 17.3 2.2 6.2 36.9 14.2 40.0 17.3 7.1 39.1 12.0 3.1 0.4 

12～14歳 
(n=104) 34.6 21.2 - 7.7 22.1 5.8 9.6 56.7 18.3 48.1 31.7 10.6 32.7 17.3 4.8 1.0 

15～17歳 
 (n=154) 18.8 24.7 - 11.7 26.0 3.2 8.4 57.8 13.0 53.2 23.4 5.8 29.9 18.8 3.2 0.0 

18 歳以上
全体 
(n=2308) 0.4 36.0 15.4 16.9 42.1 3.8 8.8 4.6 7.8 17.8 7.8 2.3 12.7 20.1 3.6 3.2 

18～39歳 
(n=393) 1.5 39.4 32.1 19.1 37.2 4.6 10.7 14.0 7.9 46.3 16.3 3.3 23.2 11.7 0.0 1.5 

40～64歳 
(n=772) 0.4 42.5 24.2 18.4 43.4 5.4 11.1 6.3 6.3 25.9 6.3 3.8 12.8 15.5 4.3 1.7 

65 歳以上 
(n=1123) 0.1 30.5 3.5 15.2 43.1 2.4 6.6 0.2 8.9 2.1 5.8 1.0 9.1 26.2 3.1 4.6 
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17.6 %

8.0 %

23.2 %

20.3 %

10.7 %

12.7 %

20.4 %

25.2 %

35.0%

36.4%

40.3%

34.6%

23.8%

20.0%

9.2%

22.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

隣近所や地域の人との人間関係

いじめやいやがらせ

困った時の相談場所

日常生活を支援するサービス

グループホームなど

支援のある施設の利用

住居を借りること

特にない

家族から独立したり、地域で

暮らしたりすることを希望しない

18歳以上(n=2308)

18歳未満(n=665)

②地域生活に対する不安 

● 18 歳以上では、「家族から独立したり、地域で暮らしたりすることを希望しな

い」が最も高く、次いで「困った時の相談場所」、「日常生活を支援するサービ

ス」となっています。 

● 18 歳未満では、「困った時の相談場所」が最も高く、次いで「いじめやいやが

らせ」、「隣近所や地域の人との人間関係」となっています。 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③将来の暮らし方 

● 18 歳以上と 18 歳未満のどちらにおいても、「家族と暮らしたい」が最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族と

暮らしたい

53.8

74.1

一人で

暮らしたい

10.9

6.9

グループホ

ームなどで

暮らしたい

4.1

5.1

施設に

入りたい

6.9

1.2

その他

2.5

0.6

わからない

18.1

9.6

無回答

3.7

2.4

18歳以上

(n=2308)

18歳未満

(n=665)

単位：％（単一回答、単位：％） 
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④サービスを受けるまでに困ったこと 

● 18 歳未満では、全体で「制度や手続きがわかりにくい」が最も高く、次いで「手

続きが大変」、「サービスの利用までに時間がかかる」となっています。 

● 18 歳以上では、全体で「制度や手続きがわかりにくい」が最も高く、次いで「特

に困らなかった」、「手続きが大変」となっています。 

（複数回答、単位：％） 

 
制
度
や
手
続
き
が
わ
か
り
に
く
い 

手
続
き
が
大
変 

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
ま
で
に
時
間
が
か
か
る 

自
分
に
合
っ
た
事
業
者
が
見
つ
か
ら
な
い 

事
業
者
か
ら
断
ら
れ
た 

そ
の
他 

特
に
困
ら
な
か
っ
た 

無
回
答 

18歳未満 
全体 
(n=665) 43.3 42.0 28.4 17.7 9.5 11.7 17.4 3.3 

０～２歳 
(n=31) 45.2 41.9 48.4 29.0 3.2 32.3 9.7 0.0 

３～５歳 
(n=141) 47.5 35.5 41.1 15.6 8.5 9.2 14.2 2.8 

６～11歳 
(n=225) 48.9 48.0 28.4 18.2 11.1 10.2 14.2 2.2 

12～14歳 
(n=104) 35.6 44.2 20.2 21.2 6.7 9.6 26.0 2.9 

15～17歳 
(n=154) 35.1 37.0 18.2 13.6 9.7 13.6 21.4 5.8 

18歳以上 
全体 
(n=2308) 31.7 24.2 13.1 6.8 1.6 8.4 29.3 17.2 

18～39歳 
(n=393) 42.0 34.4 21.9 10.9 4.3 8.4 25.2 7.9 

40～64歳 
(n=772) 33.8 28.6 12.7 7.6 1.3 9.2 30.4 12.4 

65歳以上 
(n=1123) 27.1 17.5 10.2 4.7 0.9 7.9 30.2 23.2 
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満足している

32.7

33.7

31.5

33.1

34.9

26.8

28.6

やや満足

している

23.7

25.1

23.4

23.1

31.7

25.0

22.9

ふつう

21.3

21.4

20.4

20.8

15.9

25.0

28.6

やや不満

である

8.7

7.4

12.3

9.2

6.3

5.4

8.6

不満である

3.2

2.8

3.4

4.6

0.0

3.6

2.9

無回答

10.4

9.5

8.9

9.2

11.1

14.3

8.6

全体(n=747)

身体(n=430)

知的(n=235)

精神(n=130)

難病(n=63)

発達(n=56)

高次(n=35)

単位：％

満足している

41.7

25.8

43.6

40.0

25.0

40.9

33.3

やや満足

している

28.9

36.0

26.3

6.7

25.0

31.8

33.3

ふつう

12.0

11.2

12.3

13.3

0.0

11.4

0.0

やや不満

である

12.0

18.0

13.2

13.3

50.0

10.6

0.0

不満である

2.6

5.6

1.6

20.0

0.0

3.0

33.3

無回答

2.8

3.4

2.9

6.7

0.0

2.3

0.0

全体(n=460)

身体(n=89)

知的(n=243)

精神(n=15)

難病(n=4)

発達(n=264)

高次(n=3)

単位：％

⑤サービスの満足度 

● 18 歳以上では、全体で「満足している」が 32.7％で最も高く、「満足してい

る」と「やや満足している」を合わせた『満足』している層は、56.4％となっ

ています。 

● 18 歳未満では、全体で「満足している」が 41.7％で最も高く、『満足』して

いる層は全体の 70.6％となっています。 

 

＜18 歳以上＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜18 歳未満＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単一回答、単位：％） 

（単一回答、単位：％） 
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29.2 %

19.1 %

12.4 %

9.0 %

36.0 %

4.5 %

2.2 %

29.2 %

3.4 %

53.7%

14.9%

17.9%

32.8%

49.3%

9.0%

7.5%

28.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回数や時間が足りない

サービスの内容がよくない

利用料が高いなど経済的負担が大きい

利用するための施設が遠い

利用する際に日程などの条件が合わない

事業所を選べない

家族との連携がとれていない

その他

無回答

18歳以上(n=89) 18歳未満(n=67)

⑥サービスに不満を感じる内容 

● 18 歳以上では、「利用する際に日程などの条件が合わない」が最も高く、次い

で「回数や時間が足りない」となっています。 

● 18 歳未満では、「回数や時間が足りない」が最も高く、次いで「利用する際に

日程などの条件が合わない」となっています。 

（複数回答） 
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⑦就労についての不安や不満（18 歳以上のみ） 

● 全体では、「給料・賃金が少ない」が最も高く、次いで「障がい状態の変化や体

調不良」、「職場の人たちとの人間関係がむずかしい」となっています。 

（複数回答、単位：％） 

分類 １番目 ２番目 ３番目 ４番目 ５番目  

全体 

(n=616) 

給料・賃金が

少ない 

障がい状態

の変化や体

調不良 

職場の人た

ちとの人間

関係がむず

かしい 

雇用形態が

不安定 

通勤がたい

へん 

特に不安

や不満は

ない 

33.1 23.7 13.0 11.9 9.7 31.0 

身体 

(n=272) 

給料・賃金が

少ない 

障がい状態

の変化や体

調不良 

通勤がたい

へん 

職場の人た

ちとの人間

関係がむず

かしい 

障がいへの

理解が十分

でない 

特に不安

や不満は

ない 

27.9 23.2 9.9 9.2 8.8 33.8 

知的 

(n=102) 

給料・賃金が

少ない 

職場の人た

ちとの人間

関係がむず

かしい 

雇用形態が

不安定 

通勤がたい

へん 

昇給や昇進

に差がある

／障がいへ

の理解が十

分でない 

特に不安

や不満は

ない 

35.3 21.6 12.7 11.8 8.8 32.4 

精神 

(n=98) 

給料・賃金が

少ない 

障がい状態

の変化や体

調不良 

職場の人た

ちとの人間

関係がむず

かしい 

雇用形態が

不安定 

障がいへの

理解が十分

でない 

特に不安

や不満は

ない 

51.0 36.7 29.6 21.4 18.4 14.3 

難病 

(n=171) 

給料・賃金が

少ない 

障がい状態

の変化や体

調不良 

雇用形態が

不安定 

通勤がたい

へん 

職場の人た

ちとの人間

関係がむず

かしい／昇

給や昇進に

差がある 

特に不安

や不満は

ない 

30.4 25.7 9.4 8.2 5.3 35.1 

発達 

(n=29) 

給料・賃金が

少ない 

雇用形態が

不安定 

障がい状態の変化や体調不

良／職場の人たちとの人間

関係がむずかしい 

相談する人

や場所がな

い／通勤が

たいへん／

障がいへの

理解が十分

でない 

特に不安

や不満は

ない 

62.1 41.4 37.9 27.6 10.3 

高次 

(n=7) 

給料・賃金が

少ない 

仕事がむずかしい／障がい状態の変化や体調不良／ 

仕事内容が単調すぎる／昇給や昇進に差がある 

特に不安

や不満は

ない 

28.6 14.3 14.3 

※ 複数の枠にまたがっている項目は、同数だったことを示しています（以下同様）。 
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⑧就労のための環境整備として必要なこと 

● 18 歳以上では、全体で「健康状態にあわせて働ける」が最も高く、次いで「職

場の人への障がいの理解」となっています。 

● 18 歳未満では、全体で「職場の人の障がいへの理解」が最も高く、次いで「自

分の家や、家の近くで働ける」となっています。 

 

＜18 歳以上＞                      （複数回答、単位：％） 

分類 １番目 ２番目 ３番目 ４番目 ５番目 

全体 

(n=2308) 

健康状態にあわ

せて働ける 

職場の人の障

がいへの理解 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる 

34.6 29.7 27.0 22.3 9.9 

身体 

(n=1312) 

健康状態にあわ

せて働ける 

職場の人の障

がいへの理解 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる 

30.9 26.1 25.0 22.6 8.2 

知的 

(n=365) 

職場の人の障が

いへの理解 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

健康状態にあ

わせて働ける 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる 

38.6 31.2 25.2 18.9 10.7 

精神 

(n=387) 

健康状態にあわ

せて働ける 

職場の人の障

がいへの理解 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる 

50.6 38.2 32.6 18.1 14.2 

難病 

(n=408) 

健康状態にあわ

せて働ける 

職場の人の障

がいへの理解 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる 

43.4 28.7 26.2 25.7 11.3 

発達 

(n=84) 

職場の人の障が

いへの理解 

健康状態にあ

わせて働ける 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

41.7 32.1 29.8 23.8 22.6 

高次 

(n=59) 

健康状態にあわ

せて働ける 

職場の人の障

がいへの理解 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる 

33.9 30.5 28.8 20.3 10.2 
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＜18 歳未満＞                      （複数回答、単位：％） 

分類 １番目 ２番目 ３番目 ４番目 ５番目 

全体 

(n=665) 

職場の人の障が

いへの理解 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる 

健康状態にあ

わせて働ける 

54.9 29.2 28.6 19.2 15.6 

身体 

(n=156) 

職場の人の障が

いへの理解 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

健康状態にあ

わせて働ける 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる／企

業への雇用の

働きかけ 

46.2 31.4 30.1 27.6 14.1 

知的 

(n=358) 

職場の人の障が

いへの理解 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる 

企業への雇用

の働きかけ 

53.9 36.6 33.2 15.1 13.4 

精神 

(n=38) 

職場の人の障が

いへの理解 

自分の家や、家の近くで働ける

／健康状態にあわせて働ける 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる／企

業への雇用の

働きかけ 

55.3 31.6 15.8 13.2 

難病 

(n=11) 

健康状態にあわ

せて働ける 

職場の人の障

がいへの理解 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

就労の場の紹介や相談が受けら

れる／職業訓練ができる施設の

充実／企業への雇用の働きかけ

／障がい者の利用に配慮された

設備や職場 

63.6 45.5 27.3 9.1 

発達 

(n=326) 

職場の人の障が

いへの理解 

障がい者の利

用に配慮され

た設備や職場 

自分の家や、家

の近くで働け

る 

就労の場の紹

介や相談が受

けられる 

職業訓練がで

きる施設の充

実 

57.4 28.5 23.9 23.3 14.7 

高次 

(n=4) 

自分の家や、家の近くで働ける／ 

健康状態にあわせて働ける 

職業訓練ができる施設の充実／ 

職場の人の障がいへの理解／ 

障がい者の利用に配慮された設備や職場 

50.0 25.0 
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⑨健康や医療についての不安・困っていること 

● 18 歳以上では、全体で「障がいの重度化や病気の悪化」が最も高く、次いで「医

療費の負担が大きい」となっています。 

● 18 歳未満では、全体で「障がい専門の医療機関がない」が最も高く、次いで「障

がいの重度化や病気の悪化」となっています。 

 

＜18 歳以上＞                      （複数回答、単位：％） 

分類 １番目 ２番目 ３番目 ４番目 ５番目  

全体 

(n=2308)  

障がいの重

度化や病気

の悪化 

医療費の負

担が大きい 

栄養管理が

難しい 

気軽に相談

ができない 

薬の管理が

難しい 
特にない 

37.8 19.3 12.1 11.1 8.3 28.9 

身体 

(n=1312)  

障がいの重

度化や病気

の悪化 

医療費の負

担が大きい 

栄養管理が

難しい 

気軽に相談

ができない 

薬の管理が

難しい 
特にない 

39.4 17.9 11.1 7.9 6.3 29.6 

知的 

(n=365)  

障がいの重

度化や病気

の悪化 

薬の管理が

難しい 

栄養管理が

難しい 

治療の説明

が充分に理

解できない 

気軽に相談

ができない 
特にない 

27.7 18.4 17.0 15.3 14.5 31.2 

精神 

(n=387)  

障がいの重

度化や病気

の悪化 

気軽に相談

ができない 

医療費の負

担が大きい 

栄養管理が

難しい 

薬の管理が

難しい 
特にない 

35.1 25.1 20.9 17.6 12.4 22.5 

難病 

(n=408)  

障がいの重

度化や病気

の悪化 

医療費の負

担が大きい 

栄養管理が

難しい 

気軽に相談

ができない 

薬の管理が

難しい 
特にない 

48.8 28.9 9.6 6.9 5.4 26.2 

発達 

(n=84)  

障がいの重

度化や病気

の悪化 

気軽に相談

ができない 

障がい専門

の医療機関

がない 

医療費の負

担が大きい 

薬の管理が

難しい 
特にない 

33.3 28.6 22.6 21.4 20.2 20.2 

高次 

(n=59) 

障がいの重

度化や病気

の悪化 

医療費の負

担が大きい 

気軽に相談

ができない 

薬の管理が難しい／治療の

説明が充分に理解できない

／通院のための介助者確保

が難しい 

特にない 

42.4 30.5 18.6 16.9 18.6 
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＜18 歳未満＞                      （複数回答、単位：％） 

分類 １番目 ２番目 ３番目 ４番目 ５番目  

全体 

(n=665) 

障がい専門

の医療機関

がない 

障がいの重

度化や病気

の悪化 

気軽に相談

ができない 

栄養管理が難しい／治療の

説明が充分に理解できない 
特にない  

22.7 19.4 14.6 8.7 37.0 

身体 

(n=156) 

障がいの重

度化や病気

の悪化 

障がい専門

の医療機関

がない 

気軽に相談

ができない 

医療費の負担が大きい／ 

通院のための介助者確保が

難しい 

特にない  

50.6 16.0 9.6 9.0 23.7 

知的 

(n=358) 

障がい専門

の医療機関

がない 

障がいの重

度化や病気

の悪化 

気軽に相談

ができない 

治療の説明が

充分に理解で

きない 

栄養管理が

難しい 
特にない  

25.1 19.8 14.2 12.0 10.1 34.1 

精神 

(n=38) 

薬の管理が難しい／ 

気軽に相談ができない 

医療費の負

担が大きい 

障がいの重度

化や病気の悪

化 

栄養管理が

難しい／障

がい専門の

医療機関が

ない 

特にない  

23.7 21.1 15.8 10.5 34.2 

難病 

(n=11) 

障がいの重度化や病気の悪

化／薬の管理が難しい 

栄養管理が難しい／気軽に相談ができない

／医療費の負担が大きい／休日や夜間に対

応してくれる医療機関がない 

特にない  

18.2 9.1 54.5 

発達 

(n=326) 

障がい専門

の医療機関

がない 

気軽に相談

ができない 

障がいの重

度化や病気

の悪化 

栄養管理が難

しい 

薬の管理が

難しい 
特にない  

27.3 16.6 13.2 12.3 11.0 38.7 

高次 

(n=4) 

障がいの重度化や病気の悪化／障がい専門

の医療機関がない／気軽に相談ができない 

 
特にない  

25.0 25.0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

31 

27.4%

9.8%

29.3%

31.0%

30.5%

24.2%

23.6%

5.3%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

乳幼児の健康診断を充実させる

保健師や医師が家庭訪問をして

発達や養育を支援する

専門家による相談体制を充実させる

利用できるサービスについて、

的確な情報を提供する

療育機関での受け入れを充実させる

保育園や幼稚園での受け入れを充実させる

専門機関と連携し、機能訓練を充実させる

その他

無回答

ｎ=665

⑩早期発見・早期訓練のために必要なこと（18 歳未満のみ） 

● 「利用できるサービスについて、的確な情報を提供する」が最も高く、次いで「療

育機関での受け入れを充実させる」、「専門家による相談体制を充実させる」と

なっています。 

 （複数回答） 
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⑪教育で充実してほしいこと（18 歳未満のみ） 

● 全体では、「障がいに応じた専門的な教育」が最も高く、次いで「状況に応じて

学ぶ場を変更できる制度」、「学校での受け入れ体制」となっています。 

                       （複数回答、単位：％） 

 障
が
い
に
応
じ
た
専
門
的
な
教
育 

学
校
で
の
受
け
入
れ
体
制 

普
通
学
級
で
の
受
け
入
れ
体
制 

状
況
に
応
じ
て
学
ぶ
場
を
変
更
で
き
る
制
度 

障
が
い
の
あ
る
子
と
な
い
子
の
交
流
機
会 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 

(n=665) 58.6 30.5 21.7 32.2 21.1 6.9 3.9 

０～２歳 

(n=31) 54.8 29.0 25.8 41.9 19.4 6.5 0.0 

３～５歳 

(n=141) 58.9 51.1 36.2 36.9 14.2 7.1 2.1 

６～11歳 

(n=225) 57.3 27.6 21.8 31.6 24.0 6.2 4.0 

12～14歳 

(n=104) 69.2 22.1 10.6 27.9 25.0 6.7 2.9 

15～17歳 

(n=154) 53.2 21.4 14.9 29.9 22.1 8.4 6.5 
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27.0 %

29.0 %

23.2 %

8.5 %

19.6 %

16.9 %

8.1 %

7.9 %

19.4 %

69.6%

※

25.3%

11.4%

12.8%

20.8%

8.3%

2.8%

22.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校や教育の場面

職場

公共交通機関や公共施設

区役所などの行政機関

病院や診療所などの医療機関

飲食店や買い物をするとき

福祉サービスを受けるとき

家を借りるとき

近隣や地域

18歳以上(n=504)

18歳未満(n=289)

⑫差別を受けた場所や場面 

● 18 歳以上では、全体で「職場」が最も高く、次いで「学校や教育の場面」、「公

共交通機関や公共施設」となっています。 

● 18 歳未満では、全体で「学校や教育の場面」が最も高く、次いで「公共交通機

関や公共施設」、「近隣や地域」となっています。 

（複数回答） 
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43.8 %

23.1 %

18.5 %

7.1 %

18.8 %

8.5 %

5.8 %

16.0 %

40.3%

17.3%

26.5%

9.6%

35.6%

13.8%

7.7%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

困っている場面を見かけたら、

一声かけて自分にできる手伝いをする

施設や設備を利用しやすいように

バリアフリーに配慮する

仕事や地域活動をする上で、

障がい者のことを考えて行動する

地域の行事や活動を行う際には、

障がい者に参加を呼びかける

障がいについて学ぶ機会に

参加するなど、理解を深める

障がい者施設のイベントに

参加するなど、積極的に交流する

障がい者に関する

ボランティア活動に参加する

特にない
18歳以上(n=2308)

18歳未満(n=665)

⑬社会参加で地域の人に望むこと 

● 18 歳以上では、「困っている場面を見かけたら、一声かけて自分にできる手伝

いをする」が最も高く、次いで「施設や設備を利用しやすいようにバリアフリー

に配慮する」、「障がいについて学ぶ機会に参加するなど、理解を深める」と 

なっています。 

● 18 歳未満では、「困っている場面を見かけたら、一声かけて自分にできる手伝

いをする」が最も高く、次いで「障がいについて学ぶ機会に参加するなど、理解

を深める」、「仕事や地域活動をする上で、障がい者のことを考えて行動する」

となっています。 

（複数回答） 
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56.9 %

31.7 %

24.1 %

29.5 %

39.0 %

19.5 %

52.6%

34.3%

25.0%

35.2%

35.8%

15.5%

67.9%

45.2%

34.8%

24.4%

27.4%

32.1%

64.1%

29.5%

22.0%

25.8%

56.1%

34.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族と連絡が

取れるか不安だ

避難場所を知らない、ま

たは、避難場所までひと

りで行くことができない

被害の状況や避難場所

などの情報を手に入れる
ことが難しい

避難場所で、スロープや

トイレなどの設備が十分
整っているか、不安だ

避難場所で、自分に

あった投薬や治療が

受けられない

避難場所での周りの

人の目が気になる

全体(n=2308) 身体(n=1312)

知的(n=365) 精神(n=387)

56.9 %

19.6 %

15.9 %

26.5 %

49.0 %

11.0 %

69.0%

40.5%

41.7%

26.2%

42.9%

47.6%

66.1%

44.1%

37.3%

28.8%

39.0%

18.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族と連絡が

取れるか不安だ

避難場所を知らない、ま

たは、避難場所までひと

りで行くことができない

被害の状況や避難場所

などの情報を手に入れる
ことが難しい

避難場所で、スロープや

トイレなどの設備が十分
整っているか、不安だ

避難場所で、自分に

あった投薬や治療が

受けられない

避難場所での周りの

人の目が気になる

難病(n=408) 発達(n=84)

高次(n=59)

⑭災害時の不安 

● 18 歳以上では、全体で「家族と連絡が取れるか不安だ」が最も高く、次いで「避

難場所で、自分にあった投薬や治療が受けられない」、「避難場所を知らない、

または、避難場所までひとりで行くことができない」となっています。 

● 18 歳未満では、全体で「家族と連絡が取れるか不安だ」が最も高く、次いで「避

難場所を知らない、または、避難場所までひとりで行くことができない」、「被

害の状況や避難場所などの情報を手に入れることが難しい」となっています。 

 

＜18 歳以上＞                          （複数回答） 
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78.3 %

56.1 %

40.3 %

26.6 %

23.0 %

36.7 %

64.7%

53.2%

36.5%

50.6%

45.5%

37.2%

81.8%

64.8%

46.4%

30.2%

25.4%

43.0%

86.8%

36.8%

28.9%

28.9%

28.9%

52.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族と連絡が

取れるか不安だ

避難場所を知らない、ま

たは、避難場所までひと

りで行くことができない

被害の状況や避難場所

などの情報を手に入れる
ことが難しい

避難場所で、スロープや

トイレなどの設備が十分
整っているか、不安だ

避難場所で、自分に

あった投薬や治療が

受けられない

避難場所での周りの

人の目が気になる

全体(n=665) 身体(n=156)

知的(n=358) 精神(n=38)

81.8 %

18.2 %

18.2 %

18.2 %

63.6 %

18.2 %

80.7%

59.5%

41.4%

19.6%

17.2%

39.3%

75.0%

25.0%

25.0%

50.0%

0.0%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族と連絡が

取れるか不安だ

避難場所を知らない、ま

たは、避難場所までひと

りで行くことができない

被害の状況や避難場所

などの情報を手に入れる
ことが難しい

避難場所で、スロープや

トイレなどの設備が十分
整っているか、不安だ

避難場所で、自分に

あった投薬や治療が

受けられない

避難場所での周りの

人の目が気になる

難病(n=11) 発達(n=326)

高次(n=4)

＜18 歳未満＞                          （複数回答） 
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⑮今後充実を希望する障がい者施策 

● 11 歳以下では、「療育や教育の充実」が最も高くなっています。 

● 12～14歳では、「働きやすい環境づくり」が最も高くなっています。 

● 15 歳以上では、「手当や年金などの経済的な支援」が最も高くなっています。 

（複数回答、単位：％） 

分類 １番目 ２番目 ３番目 ４番目 ５番目 

０～２歳 
(n=31) 

療育や教育の
充実 

相談支援や情報提供の充実／ 
手当や年金などの経済的な支援 

働きやすい環
境づくり 

障がい者に配
慮された住ま
いの整備 

64.5 32.3 25.8 22.6 

３～５歳 
(n=141) 

療育や教育の
充実 

相談支援や情
報提供の充実 

障がいについ
ての理解の促
進 

働きやすい環
境づくり 

手当や年金な
どの経済的な
支援 

71.6 44.0 31.2 20.6 15.6 

６～11歳 
(n=225) 

療育や教育の
充実 

相談支援や情
報提供の充実 

手当や年金な
どの経済的な
支援 

障がいについ
ての理解の促
進 

働きやすい環
境づくり 

53.3 31.6 30.7 29.3 24.9 

12～14歳 
(n=104) 

働きやすい環
境づくり 

療育や教育の
充実 

手当や年金な
どの経済的な
支援 

グループホー
ムなどの地域
で暮らせる場
の整備 

相談支援や情
報提供の充実 

38.5 31.7 29.8 28.8 27.9 

15～17歳 
(n=154) 

手当や年金な
どの経済的な
支援 

働きやすい環
境づくり 

障がいについ
ての理解の促
進 

グループホー
ムなどの地域
で暮らせる場
の整備 

相談支援や情
報提供の充実 

40.3 37.7 35.1 28.6 22.1 

18～39歳 
(n=393) 

手当や年金な
どの経済的な
支援 

相談支援や情
報提供の充実 

障がいについ
ての理解の促
進 

働きやすい環
境づくり 

グループホー
ムなどの地域
で暮らせる場
の整備 

40.5 34.4 29.0 27.5 21.4 

40～64歳 
(n=772) 

手当や年金な
どの経済的な
支援 

相談支援や情
報提供の充実 

障がいについ
ての理解の促
進 

医療やリハビ
リの充実 

働きやすい環
境づくり 

46.8 35.6 21.4 18.4 16.7 

65歳以上 
(n=1123) 

手当や年金な
どの経済的な
支援 

相談支援や情
報提供の充実 

在宅で受けら
れるサービス
の充実 

医療やリハビ
リの充実 

入所施設の整
備 

36.7 32.8 24.4 21.1 15.0 

 

 

 

 

 


